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御嶽山の噴火警戒レベル 

対
象
範
囲 

レ
ベ
ル 

火山活動の状況 

住民等の行動及び 

登山者・入山者等 

への対応 （※） 

想定される現象等 

５ 

（
避
難
） 

居住地域に重大な被害を及

ぼす噴火が発生、あるいは

切迫している状態にある。 

危険な居住地域からの

避難等が必要。 

・溶岩流や火砕流（積雪期には融雪型火山泥流）が居住地域
に到達、あるいは切迫している 

【過去事例】 
 有史以降の事例なし 

居
住
地
域
及
び
そ
れ
よ
り
火
口
側 

４
（
避
難
準
備
） 

居住地域に重大な被害を及

ぼす噴火が発生すると予想

される（可能性が高まって

いる）。 

警戒が必要な居住地域

での避難準備、災害時要

援護者の避難等が必要。

・噴火活動の高まり、有感地震多発や顕著な地殻変動等によ
り、大きな噴石や溶岩流、火砕流（積雪期には融雪型火山
泥流）が居住地域に到達するような噴火の発生が予想され
る 
【過去事例】 
 有史以降の事例なし 

火
口
か
ら
居
住
地
域
近
く
ま
で
の 

広
い
範
囲
の
火
口
周
辺 

３  (

入
山
規
制) 

居住地域の近くまで重大な

影響を及ぼす（この範囲に

入った場合には生命に危険

が及ぶ）噴火が発生、ある

いは発生すると予想され

る。 

住民は通常の生活。状況

に応じて災害時要援護

者の避難準備等。 

登山禁止・入山規制等、

危険な地域への立入規

制等。 

・大きな噴石の飛散が1kmを超える噴火が発生すると予想さ
れるが、概ね4kmを超える範囲に重大な影響を与える噴火
が発生する可能性はないと予想される 
【過去事例】 
1979年10月28日：剣が峰南西側斜面（79-1～10火口）

で噴火。噴煙の状況から、大きな噴石の飛散が 1km
を超える可能性があると予想。ただし、4km を超え
る範囲に重大な影響を与える噴火に、すぐには移行
しないと予想 

 
・大きな噴石が1km以上飛散する。ただし、概ね4kmを超え
る範囲に重大な影響を与える噴火は発生しないと予想さ
れる 
【過去事例】 
 有史以降の事例なし 
 

火
口
か
ら
少
し
離
れ
た
所 

ま
で
の
火
口
周
辺 

２ 

（
火
口
周
辺
規
制
） 

火口周辺に影響を及ぼす

（この範囲に入った場合に

は生命に危険が及ぶ）噴火

が発生、あるいは発生する

と予想される。 

住民は通常の生活。 

火口周辺への立入規制

等。 

・地震活動の高まりや地殻変動等により、小規模噴火の発生
が予想される 
【過去事例】 
2007年３月後半：79-7火口でごく小規模な噴火が発生し、

北東側200m範囲に降灰 
2006年12月～2007年２月：山頂部直下でわずかな山体膨

張及び火山性地震・微動の増加 
1991年５月中旬：79-7火口でごく小規模な噴火が発生し、

東側200m範囲に降灰 
1991年４月～７月：火山性地震・微動の増加 
 
・小規模噴火が発生し、火口から約１km以内に大きな噴石が
飛散する 

【過去事例】 
 有史以降の事例なし 
 

火
口
内
等 

１ 

（
平
常
） 

火山活動は静穏。 

火山活動の状態によって、

火口内で火山灰の噴出等が

見られる（この範囲に入っ

た場合には生命に危険が及

ぶ）。 

 

状況に応じて火口内へ

の立入規制等（2008 年

３月現在、八丁たるみ内

規制中）。 

・火山活動は静穏、状況により山頂火口内及び近傍に影響す
る程度の噴出の可能性あり 
2008年３月現在の状態 

注１）ここでいう「大きな噴石」とは、主として風の影響を受けずに弾道を描いて飛散するものとする。 
注２）噴火警戒レベルは、火山ガスに関する規制とは異なる。 
※このレベルは地元市町村等と協議して作成したものです。各レベルにおける具体的な規制範囲等については地域
防災計画等で定められています。 

 

（別紙１）


